
 

 

 

労働者災害補償保険法施行規則の一部改正について 

 

 

１．改正の趣旨 

 サテライトオフィスの設置又は所定労働時間の短縮を推進することで、仕事

と生活の調和を図るため、職場意識改善助成金について、 

・ 「テレワークコース」を見直し、助成対象にサテライトオフィスにおける

勤務を追加する 

・ 「所定労働時間短縮コース」を新設するとともに、労働時間等設定改善推

進助成金について廃止を行うもの。 

 
２．改正の内容 

○ 労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30 年労働省令第 22 号。以下「則」

という。）第25条に規定される労働時間等設定改善推進助成金の廃止を行う。 

○ 則第 28 条に規定される職場意識改善助成金の支給に当たり、同条第１号

ロの規定に基づき中小企業事業主に作成が求められる計画に記載する労働

時間等の設定の改善のための措置として、 

・ 労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）第 25 条の 2第 2項

に定める特例により法定労働時間が週 44 時間とされている事業であって

週所定労働時間が 40 時間を超えているものにおいて、週所定労働時間を

短縮して 40 時間以下とする措置 

・ 週１回以上終日でサテライトオフィスでの勤務を導入する措置 

を追加する。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

  平成 27 年４月１日（予定） 

 

参考２－１ 


